
令和６年４月の指定状況について
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令和６年３月２１日に実施した青森県医療審議会へ報告し、委員の意見を聴いたうえで、同日付けで特定労務管理対象機関と
して指定を行った。

○ 特定労務管理対象機関の指定を行った場合には、インターネットの利用その他適切な方法により、指定の公示を行うこと
とされてる。（医療法113条第6項、規則83条）

○ インターネットの利用その他適切の方法により、評価結果の公表を行うこととされている（法134条）

→ 別紙のとおり県のホームページにおいて公示を行いました。

令和７年４月の新規指定にかかるスケジュールについて

令和７年４月１日付けで新規に特定労務管理対象機関の指定を受ける場合は、医療機関が医療機関勤務評価センターから
評価を受け、県に申請を行い、地域医療対策協議会及び医療審議会から意見を聴いたうえで指定を行う。

＜スケジュール＞

〇 令和６年１２月末までに医療機関が県に申請

〇 令和７年２月頃開催予定の青森県地域医療対策協議会で協議

〇 令和７年３月頃開催予定の青森県医療審議会で審議

特定労務管理対象機関の指定について
資料５

令和６年11月20日
医療審議会
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特定地域医療提供機関（Ｂ水準）、連携型特定地域医療提供機関（連携Ｂ水準）


